
 

令和６年度 

市民活動助成事業 
募集のご案内 

 

 

 

 

相談受付期間：令和６年２月１３日（火）～３月３０日（土） 

申請受付期間：令和６年４月 ３日（水）～ １０日（水） 

※相談・申請ともに日曜、月曜、祝日を除く 

受付時間：午前９：３０～午後５：００ 

 
 
 
 
 

 

川口市市民生活部協働推進課 
 
 
 

 
市民の自主的な社会貢献活動を支援するために、地域や社会の問題、

課題に取り組む団体に対し、助成金を交付します。 
 



１ 助成対象団体                                       

（１）営利を目的とした団体でないこと。 

（２）主たる活動場所が川口市内であること。 

（３）５名以上の会員が在籍し、会則・定款等の定めに基づく活動を現に行っていること。 

（設立年数は問いません） 

（４）原則として、かわぐち市民パートナーステーションの利用登録、もしくは川口市社会福祉協議会の

ボランティア団体登録をしている団体。 

ただし、登録していなくても申請はできますが、速やかに、かわぐち市民パートナーステーション

等に登録してください。登録ができない団体は助成対象となりません。 

（５）（１）～（４）のほか、宗教活動を行う団体、政治活動を行う団体、特定非営利活動法人以外の公

益法人等（一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人）、実施責任が明確でない

団体、公益を害すると思われる団体などは申請できません。 

 

２ 助成対象事業                             

（１）原則として、川口市内で実施され、主に川口市民を対象とした事業であること。 

（２）地域や社会のさまざまな問題、課題に取り組む事業であること。 

（３）不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業であること。 

（４）市民福祉の向上を目的とした事業のうち、新規性や継続性の高い事業であること。 

 

３ 助成対象外となる場合                        

（１）同一事業において国、地方公共団体、民間企業、団体等の他制度から助成を受ける事業 

（２）助成金が団体を継続するための運営費にあてられるような事業 

（３）特定の個人や団体、または構成員のみが利益を受ける事業 

（４）政治・宗教・営利目的に関する事業 

（５）当助成金を３回受けたことのある事業（平成３０年度より適用） 

（６）同一団体から同年度に２事業以上の申請があった場合 

 

４ 助成金の額                             

同一の事業において助成された回数に応じ下の表の額を限度に助成します。 

同一の助成対象事業に係る助成の回数 限度額 助成率 

１回 ５０万円 助成対象経費の９０％ 

２回 ４０万円 助成対象経費の７０％ 

３回 ３０万円 助成対象経費の５０％ 

※ 助成をする事業数及び額は予算と審査により決定します。 

 ※ 令和６年度は総額２５０万円を予定しています。（川口市議会において認められた予算の範囲内で

助成事業を行います。） 



５ 相談、申請から助成金交付・成果発表会までの流れ                      

相談の受付     令和６年２月１３日（火）～令和６年３月３０日（土）（日・月・祝日除く） 

午前９：３０から午後５：００まで 要事前予約 

  申請する事業内容や、書類の書き方等の相談を受付けします。 

申請書の提出    令和６年４月３日（水）～令和６年４月１０日（水）（日・月・祝日除く） 

午前９：３０から午後５：００まで 要事前予約 

※申請は、１団体につき１申請とします。 

（１）市民活動助成金交付申請書（様式第１号） 

（２）添付書類 

     ・事業予算書 ・事業計画書 ・団体概要 

     ・会則、規約、定款 ・会員名簿（任意書式） ・会報等による活動の内容がわかるもの 

※ 市民活動助成金交付申請書（様式１号）、事業予算書、事業計画書、団体概要の書式

は、協働推進課にあります。 

 （協働推進課のホームページ上から、書式をダウンロードすることもできます。） 

   ※ 直接持参（内容説明が出来る方。郵送、メール、ＦＡＸ等での受付は行っておりません） 

書 類 審 査  

提出された書類は、市民活動助成事業審査委員会において審査されます。 

 

プレゼンテーション  令和６年５月１８日（土）午後予定（必ず出席してください） 

事業概要を市民活動助成事業審査委員等に説明していただきます。 

審査結果の通知  

申請団体へ交付決定通知書（様式第２号）または不交付決定通知書（様式第３号）を通知いたし

ます。交付決定団体には、助成金の交付に関する書類を同封いたします。 

助成金の交付  

決定後、市民活動助成金交付請求書（様式第４号）の提出に基づき助成金決定額を、概算払い

により、交付いたします。 

事業の実施  

事業は全て審査会にて審査されます。審査会後の計画変更は認められない場合がありますの

で、ご了承ください。（やむなく変更が生じた場合には、早急にご相談ください） 

事業報告書の提出  

事業終了後１ヶ月以内、もしくは令和７年１月２５日（土）のどちらか早い期日までに事業実

績報告書（様式第６号）を提出してください。 

助成金額の確定  

書類を精査したうえで助成金を確定し「助成金確定通知書（様式第７号）」を送付します。   

なお、交付決定額（概算払い）と差異（減額）が生じる場合、返金をしていただきます。 

事業成果発表会    令和７年２月８日（土） 午後予定 

 

 



６ 助成対象事業実施期間                        

 令和６年度助成金交付決定日（６月中旬予定）から令和７年１月１８日（土）までの間に実施され

る事業 

７ 助成対象後の注意点                         

助成を受けることが決定した事業は、事業を広報するポスターやチラシ・パンフレット等に「川口

市市民活動助成事業」であること及び「申請団体名」を必ず明記してください。 

８ 事業内容の変更および中止がある場合                      

助成金の交付決定後に、事業について変更および中止があった場合は、計画変更中止申請書（様式

第５号）を提出してください。 

なお、変更事項が軽微なものについては、提出の必要がない場合もありますので、変更が生じた時

点で、必ず早急にご相談ください。 

９ 助成金について                          

・事業終了後、提出された事業報告書の内容を精査し、助成金額の確定を行います。 

 ・事業内容の変更や事業費に減額が生じた場合、実績報告の確認等により助成金が減額となる場合が

あります。 

 ・交付決定額（概算払い）と確定した額（減額）に差異が生じた場合は返金をしていただきます。 

 ・講師等報償金やボランティア謝礼は、主催、共催、後援団体の会員、家族等への支給は認められま

せん。 

10 事前相談の受付について                         

相談の受付：申請する事業内容や、書類の書き方等の相談を受付けします。事前に連絡し予約をし

てから、ご来所ください。 

相談受付期間：令和６年２月１３日（火）～３月３０日（土）（日・月・祝日を除く） 

相談受付時間：午前９：３０～午後５：００ 

 

 

問合せ先 ： 川口市市民生活部協働推進課 

    〒３３２－００１５ 川口市川口１－１－１ キュポ・ラ本館棟 M４階 
 電話０４８－２２７－７６３３ FAX０４８－２２６－７７１８ 

http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/16570055/16570055.html 

E-mail : volun@city.kawaguchi.saitama.jp 
【受付時間】 火曜日～土曜日 午前９：３０～午後５：００ 

【休 所 日 】 月曜日・祝日・年末年始 


